
水質汚濁に係る環境基準の水域類型に関する 

告示について 

 
 
 

環境省は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条第１項及び第２項に基づき、「河川及

び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」（平成 21 年 3 月環境

省告示第 14 号）の一部改正について告示しました。 

この告示により、暫定目標の期限を迎え、生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の指定

の見直しが必要であった、相模ダム貯水池（相模湖）、城山ダム貯水池（津久井湖）、土師ダム貯

水池（八千代湖）の 3 つの湖沼において類型指定及び暫定目標の見直しが行われました。 
 

 
 

 

 

当社では排水・環境水分析について実績と豊富な経験があります。詳しくは、当社排水分析担

当者（フリーダイヤル 0120-01-2590）までお気軽にお問い合わせください。 
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水域 水域類型
達成期間

当分の間の暫定目標

現行の類型(参考)

令和７年までの暫定目標

相模ダム貯水池

(相模湖）
湖沼Ⅱ

全窒素：0.97mg/L

全燐：0.074mg/L

湖沼Ⅱ

全窒素：1.0mg/L

全燐：0.080mg/L

城山ダム貯水池

(津久井湖)
湖沼Ⅱ

全窒素：0.92mg/L

全燐：0.037mg/L

湖沼Ⅱ

全窒素：1.0mg/L

全燐：0.04mg/L

土師ダム貯水池

(八千代湖)
湖沼Ⅱ

全窒素を除く

全燐：0.017mg/L

湖沼Ⅱ

全窒素：0.43mg/L

全燐：0.018mg/L

 

ニュースコンテナ―記事 No.２                                                    ■ 発行 ２０２５．１２．１０ 

〒336-0015 さいたま市南区大字太田窪 2051-2 

TEL.0120-01-2590   FAX.048-886-2817 
ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

製品中 PFAS分析について、規制される項目が増えています。 
有機フッ素化合物（PFAS）は、国内外で規制の強化が進んでいます。これまでの PFOS、

PFOA に加え、PFHxS や PFOA 関連物質が化審法に追加され、POPs 条約においては、 

長鎖のペルフルオロカルボン酸（炭素数 9～21 のもの）などの追加が検討される予定

です。 
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